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雑 則 
面積、高さ及び階数の算定 

法第 92条、令第 2条第 3項、同条第 4項 

ラック式駐輪場の面積算定 

 

ラック式駐輪場の面積はラックの段数に関係なく、床面積を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、機械式駐輪場の算定方法は昭和 61 年 4 月 30 日 建設省住指発第 115 号「床面

積の算定方法について」の通りとする。 

技術的助言等 昭 61建住指 115 
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